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(57)【要約】
【課題】光ディスクの記録または再生品質が劣化してい
る場合、光ディスクの記録または再生速度を下げて性能
の向上を図る。しかし、その速度を変更するタイミング
をどうするかという問題がある。
【解決手段】本発明は、シーク処理を契機として、その
時の各種条件によって、速度の変更を行うことを特徴と
する。また、光ディスクの情報記録領域を複数のゾーン
に分け、そのゾーン切り替え部を通過する際にシーク処
理を入れて、速度変更の契機とすることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクを装着可能な光ディスク装置であって、
　光ディスクにレーザ光を照射する光ピックアップと、
　光ディスクを回転させるスピンドルモータと、
　前記スピンドルモータを駆動するスピンドルモータ駆動手段と、
　前記光ピックアップと前記スピンドルモータ駆動手段を制御する制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、光ディスクの記録領域を複数のゾーンで分割して管理し、該光ディス
クのゾーン切り替え部で前記光ピックアップを光ディスクの半径方向に移動させるシーク
処理を行い、該シーク処理を契機として前記スピンドルモータ駆動手段を制御し、前記ス
ピンドルモータの回転数変更させる、
光ディスク装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光ディスク装置であって、
　前記光ディスク装置は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクの記録または再生に対応し、
　前記制御部は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクの１周のセクタ数が異なるところをゾーン切り
替え部と判断する、
光ディスク装置。
【請求項３】
　請求項１記載の光ディスク装置であって、
　前記制御手段は、前記シーク処理を契機として前記スピンドルモータの回転数を変更し
た後に、シーク処理に遅延が生じた場合には、再度スピンドルモータの回転数を戻してシ
ーク処理を行う、光ディスク装置。
【請求項４】
　請求項１記載の光ディスク装置であって、
　前記制御手段は、光ディスクのゾーン切り替え部のシーク処理の際に、該ゾーン切り替
え部から所定数のデータブロック以内で別のシーク処理が生じる場合には前記スピンドル
モータの回転数変更させない、
光ディスク装置。
【請求項５】
　請求項１記載の光ディスク装置であって、
　前記制御手段は、光ディスクのゾーン切り替え部のシーク処理の際に、該ゾーン切り替
え部から所定数のデータブロック以内で別のシーク処理が生じない場合には前記スピンド
ルモータの回転数変更する、
光ディスク装置。
【請求項６】
　光ディスクに情報を記録し、または、再生する光ディスク記録再生方法であって、
　光ディスクの記録領域を複数のゾーンで分割して管理し、該光ディスクのゾーン切り替
え部で前記光ピックアップを光ディスクの半径方向に移動させるシーク処理を行い、
　記録または再生状態が悪化した場合には、スピンドルモータの回転数を下げ、
　前記ゾーン切り替え部でのシーク処理の際に、
　該ゾーン切り替え部から所定数のデータブロック以内で別のシーク処理が生じない場合
には前記スピンドルモータの回転数を上げ、
　該ゾーン切り替え部から所定数のデータブロック以内で別のシーク処理が生じる場合に
は前記スピンドルモータの回転数変更させない、
光ディスク記録再生方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、光ディスク装置および光ディスク記録再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術としては、例えば特開２００３－１４１７３２号公報がある。本
公報には、ＰＣＡＶ(Partial Constant Angular Velocity)について記載がある。
【０００３】
　また、本技術分野の背景技術としては、例えば特開２０００－１７３１５３号公報があ
る。本公報には、「高速かつ確実に光ディスクを再生することができる光ディスク装置を
提供する」と記載がある。
【０００４】
　また、本技術分野の背景技術としては、例えば特開２００３－５１１２３号公報がある
。本公報には、「ＤＶＤ－ＲＡＭ規格のディスクに記録されたＲＴＲ方式データを再生す
る場合、読み出し処理の速度を最適に制御することで、映像や音声等を途切れさせるこな
くリアルタイム再生を行うことが可能なディスク駆動装置を提供する」と記載がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１４１７３２号公報
【特許文献２】特開２０００－１７３１５３号公報
【特許文献３】特開２００３－５１１２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　光ディスク装置において、光ディスクの回転速度制御方式としては、ディスクの回転数
を一定に制御するＣＡＶ(Constant Angular Velocity)方式、記録線速度が一定になるよ
うに制御するＣＬＶ(Constant Linear Velocity)方式、ＣＡＶ方式とＣＬＶ方式を併用し
たＰＣＡＶ(Partial Constant Angular Velocity)方式などがある。
【０００７】
　ＣＡＶ方式は、シークの際にディスクの回転数を変える必要がないので、高速のアクセ
スが可能である。しかしながら、ディスクの外周にいくほど線速度が速くなるため、レー
ザパワーが不足し記録品質が低下するという問題点がある。
【０００８】
　ＣＬＶ方式は、一定の線速度になるようにディスクを回転制御するため、記録領域に無
駄が生じることがなく、最大の記録容量を実現できる。しかしながら、ディスク内周に記
録する際の回転数が、外周に記録する際の回転数と比較して大きくなるため、装置が振動
して記録品質が低下し、最悪の場合は遠心力によりディスクが破損してしまう恐れがある
。
【０００９】
　ＰＣＡＶ方式は、高速アクセスと大記録容量を実現するために、ディスクの内周から外
周に向けて最大線速度を超えないうちはＣＡＶ方式を採用し、ディスクの外周において最
大線速度を超えた場合はＣＬＶ方式に切り換える方式である。
【００１０】
　特許文献１には、ＰＣＡＶ方式において、記録状態をリアルタイムで監視し、記録状態
が悪化した場合は、レーザ能力に関係なく、その時点でディスクの回転方式をＣＡＶから
ＣＬＶ方式に切り換える制御方法が記載されている。
【００１１】
　光ディスク装置で記録及び再生を行う場合、ホストとのデータ交換を行う時間はホスト
側のＯＳやアプリケーションで定められており、その時間内にある所定量のデータのやり
とりを行う必要がある。光ディスクの回転速度を変えて記録、再生の速度を変更するには
、回転の整定を待つ時間が必要であり、前記の定められた時間内でデータのやりとりを行
うには、速度を変更するタイミングが重要となる。
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【００１２】
　特許文献２では、「光学ヘッドを光ディスクの径方向に１トラック以上移動させて光デ
ィスク上の異なる箇所を再生する場合には、前記回転数を前記複数段階の回転数のうちの
最大値に設定するよう構成されている」と記載があるが、何らかのきっかけにより移動さ
せる処理が入らない限り回転数が変わらないという課題がある。
【００１３】
　特許文献３では、「ギャップを読み出し用ヘッドが通過する期間中に、読み出し速度を
高速に変化させる」と記載があるが、トラッキングサーボをオンした状態で速度を変化さ
せると性能的に不安定であるという課題があり、ギャップ付近でスペア領域にデータがあ
った場合の考慮もなされていない。
【００１４】
　速度を変更する契機を向上させ、記録再生の時間が当該光ディスク及び光ディスク装置
の最短仕様に対して延長が少ない光ディスク装置を提供できれば尚良い。
【００１５】
　本発明は、安定的で高速記録・再生可能な光ディスク装置および光ディスク記録再生方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の目的は、その一例として特許請求の範囲の構成により達成できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、安定的で高速記録・再生可能な光ディスク装置および光ディスク記録
再生方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。本発明の光ディスク装置とは、再
生専用装置、記録専用装置、記録再生装置の何れであっても構わない。
【実施例１】
【００１９】
　図１は本実施例による光ディスク装置の構成を示すブロック図である。
【００２０】
　光ディスク１００は、光ピックアップ１１０からのレーザ光の照射により情報の読み取
り、消去、書き込みが行われるとともに、システム制御手段１２０からの信号を受けたス
ピンドルモータ駆動手段１２１で駆動するスピンドルモータ１０１によって回転される。
【００２１】
　レーザ光源１１１から発光されたレーザ光は、アクチュエータ１１２によって光ディス
ク１００の半径方向及びフォーカス方向に動かされる対物レンズ１１３で光ディスク１０
０の情報記録面に光スポットとして集光され、光ディスク１００で反射し、光検出器１１
４で検出される。光検出器１１４で検出された信号から再生信号生成手段１２２で生成さ
れた再生信号はシステム制御手段１２０に入力され、光ディスクのデータとして読み取る
。このデータは記録膜に記録されているデータだけでなく、アドレス情報なども含まれる
。また、シーク処理とは、光ピックアップ１１０や対物レンズ１１３を光ディスク１００
の半径方向に動かし、所望のアドレスへ光スポットを移動させることである。
【００２２】
　再生中に記録品質の劣化などによりデータが正しく再生できない、または、サーボ制御
系が不安定でシーク処理に遅延が生じるなどの問題が生じた場合、再生速度を下げて再生
性能、シーク処理性能を上げるという対策をとる場合がある。一般的に、再生速度を下げ
ると再生性能が向上し、スピンドルモータの回転速度が下がることからサーボ制御系の性
能も安定化し、シーク処理性能も上がる。
【００２３】
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　以下、再生速度及び回転速度の変更の従来技術について説明する。図２と図３にこの処
理のフローチャートを示す。
【００２４】
　光ディスク装置及び光ディスク１００は共に２倍速以上の記録再生に対応するものとす
る。仕様の最高再生速度で再生している(ステップ２－１)。データの再生ができたかどう
かを判別する(ステップ２－２)。再生が成功した場合は、そのままの再生速度で再生を続
ける(ステップ２－３)。ステップ２－２で再生に失敗したとすると、再度読み込むために
シーク処理により戻ろうとする(ステップ２－４)。このシーク処理を契機として、スピン
ドルモータの回転速度を下げ、再生速度をダウンさせる(ステップ２－５)。目標アドレス
に到達し、シーク処理を終了する(ステップ２－６)。再生速度が落ちた状態で再度、再生
を行う(ステップ２－７)。このように、シーク処理を契機として再生速度の変更を行う。
【００２５】
　光ディスク装置及び光ディスク１００は共に２倍速以上の記録再生に対応するものとす
る。仕様の最高速度で記録または再生中にシーク処理が行われる(ステップ３－１)。シー
ク処理中にサーボ制御系がはずれたかどうかを確認(ステップ３－２)。ステップ３－２で
、サーボ制御系がはずれていなかった場合、仕様の最高速度を保ったままシーク処理を終
了する(ステップ３－３)。ステップ３－２で、サーボ制御系がはずれていた場合は、回転
速度をダウンさせ(ステップ３－４)、再度サーボ制御系を引き込みなおし(ステップ３－
５)、引き込みに成功したかどうかを確認する(ステップ３－６)。ステップ３－６で、引
き込みに失敗していた場合は、ステップ３－５に戻る。ステップ３－６で引き込みに成功
していた場合は、シーク処理を継続し(ステップ３－７)、再度、シーク処理中にサーボ制
御系がはずれたかどうかを確認する(ステップ３－８)。ステップ３－８で、サーボ制御系
がはずれていた場合は、ステップ３－５に戻る。ステップ３－８で、サーボ制御系がはず
れていなかった場合は、ステップ３－４でシーク処理前よりもダウンさせた回転速度でシ
ーク処理を終了する(３－９)。このように、高速でのシーク処理に問題が生じた場合でも
速度を下げ、低速にすることで、高速の場合に比べてシーク処理を安定に制御できる。
【００２６】
　しかし、この従来の技術では以下に述べるような課題点がある。前述したように記録及
び再生の速度を下げたままでは、当該光ディスク１００及び光ディスク装置の仕様の最高
速度で記録及び再生を行った場合に対して、記録及び再生の時間が延びることになる。も
し内周部で速度ダウンが生じてしまった場合、その後の記録及び再生の速度が光ディスク
１００及び光ディスク装置の仕様の最高速度に戻ることなく、内周部から外周部へ光ディ
スク１００の記録及び再生をさせてしまうと、速度ダウンが生じなかった場合と比べて記
録及び再生にかかる時間が大きくなってしまう。
【００２７】
　そこで、本実施例では以下の技術を考案した。もし、速度ダウンが生じてしまった場合
、その速度ダウン後、速度を上げる処理を入れる。また、速度を上げる契機もシーク処理
を利用する。ここで、連続再生を続けているとシーク処理が入らないので、光ディスクを
仮想的にいくつかのゾーンに区切ってその切り替え部でシーク処理を入れるようにする。
これにより、記録及び再生中に定期的にシーク処理が入り、速度を上げる契機となる。
【００２８】
　光ディスク１００をＤＶＤ－ＲＡＭディスクとし、以下で具体的に説明する。ＤＶＤ－
ＲＡＭディスク(直径１２ｃｍ)にはＰＩＤ(Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＩＤ)と呼ばれるアドレス
情報部があり、それによって一周が複数のセクタに区切られている。ここで、１周のセク
タ数が同じである領域ごとにゾーン分けする。すると３５個のゾーンができ、ゾーン切り
替え部でシーク処理をさせるようにすれば、たとえ内周部のゾーンで速度ダウンが起きた
としても次のゾーンに入るところで再度速度を戻すことになり、記録性能の悪い部分があ
るゾーンのみ低速で再生することになる。
【００２９】
　本処理の手順を具体的に図４で説明する。ゾーン切り替え部のシーク処理で速度を上げ
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る場合のフローチャートを図４に示す。図２や図３で示したような理由により再生速度が
既にダウンした状態で再生している(ステップ４－１)。ゾーン切り替え部に到達する(ス
テップ４－２)。本発明ではゾーン切り替え部でシーク処理を行うようにしているので、
シーク処理が発生する(ステップ４－３)。このシーク処理を契機として、回転速度をアッ
プする(ステップ４－４)。シーク処理を終了し(ステップ４－５)、ゾーン切り替え部に到
達する前よりも速度を上げて再生を続ける(ステップ４－６)。
【００３０】
　図５に図２と図４のフローチャートに即した再生速度と回転速度の様子を示す。図５(
Ａ)が再生速度の様子を示すものであり、図５(Ｂ)は回転速度の様子を示すものである。
全体的な動作としては、内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御で再生中に、速度変更により内周２
倍速の擬似ＣＡＶ制御に速度ダウンし、再度内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御に回復した場合
の再生速度及び回転速度の様子である。まず、最内周をゾーン０とし、内周６倍速の再生
速度及び回転速度で、擬似ＣＡＶ制御により再生を続けるが、図２で示したデータ再生に
失敗した場合の処理で、データの再生ができなかったことから内周２倍速の擬似ＣＡＶ制
御に回転速度をダウンした(ゾーン１１)。これに対応して図５(Ａ)では、擬似ＣＡＶ制御
であるので、内周６倍速から徐々に再生速度を上げているが、ゾーン１１の途中で再生速
度をダウンさせている。一方、図５(Ｂ)では、擬似ＣＡＶ制御であるから内周６倍速の回
転速度のまま回転し続けるが、ゾーン１１の途中で内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御に回転速
度をダウンさせている。次に、図４で示した処理で、ゾーン切り替え部で入るシーク処理
を契機として、再度、再生速度及び回転速度が回復している(ゾーン１２)。これに対応し
て図５(Ａ)では、ゾーン１１からゾーン１２への切り替え部で内周２倍速の擬似ＣＡＶ制
御から内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御による再生速度にアップしており、また、図５(Ｂ)で
も、内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御から内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御による回転速度にアッ
プしている。以上の動作により、ゾーン１１の一部のみ低速で再生し、全体的な再生時間
に大きな影響を与えなくて済む。
【００３１】
　上記では、ゾーン切り替え部でのシーク処理を契機として、再生速度及び回転速度アッ
プの実施例を示したが、ゾーン切り替え部以外のシーク処理でも構わない。
【実施例２】
【００３２】
　本実施例の光ディスク装置は実施例１で示した図１と同じ構成である。
【００３３】
　実施例１では、シーク処理を契機として記録及び再生の速度アップを行うが、このシー
ク処理はゾーン切り替え部のシーク処理だけでなく、それ以外で生じるシーク処理でも構
わなかった。本実施例は、記録及び再生速度アップの契機となるシーク処理は、ゾーン切
り替え部でのシーク処理に限るというものである。つまり、実施例１では、光ディスク１
００をゾーンで区切らなかったとしても、何らかの要因でシークが生じれば、記録及び再
生速度アップを行うが、本実施例では、記録及び再生速度アップを行うには必ず光ディス
ク１００をゾーンで区切る必要がある。例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクにおいては、通
常データを記録していくデータ領域の他にスペア領域がある。データ領域の記録膜が劣化
している場合、そのアドレスに記録するべき情報をスペア領域に記録するため、スペア領
域へのシーク処理が必要となり、ゾーン切り替え部以外でもシーク処理が生じることにな
る。本実施例はこのシーク処理では記録及び再生速度アップを行わない。また、シーク処
理を契機として速度アップした後、サーボ制御系がはずれるなどの原因により、シーク処
理に遅延が生じた場合は、再度、回転速度をダウンさせて、低速でシーク処理を継続し、
低速のまま記録及び再生を行う。
【００３４】
　これは、以下の問題に対応するためである。ホストとのデータ交換はアプリケーション
やＯＳにより時間が限られているため、所定のデータ量を交換している間、シーク処理時
間は短い方がよく、シーク処理の回数も少ないほうがよい。そこで、データはホスト側か
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らある所定量ごとに転送を要求されるので、その所定量を転送する間に速度アップの契機
となるシーク処理以外にシーク処理をさせないことが望ましい。また、シーク処理を契機
として回転速度をアップさせた後、サーボ制御系がはずれるなどシーク処理を遅延させる
事態が生じた場合、回転速度をダウンさせ、安定したシーク処理を行い、シーク処理を終
了させることを優先する。つまり、速度アップの契機となるのはゾーン切り替え部のシー
ク処理でのみであり、サーボ制御系がはずれるなどしなければ、シーク処理１回で速度変
更を終えられる。一方、スペア領域へのシーク処理では所定のデータ量を転送する間に、
行きと戻りの２回、シーク処理が必要となる可能性がある。
【００３５】
　実施例１で用いた図４を用いて具体的に説明する。低速で再生中、ホスト側から要求さ
れたデータ量を転送する前に、ゾーン切り替え部に到達し、再生速度アップした場合、速
度アップ後のデータ転送を含めてアプリケーションやＯＳにより定められる時間内に行う
必要がある。つまり、図４で示したフローチャートのステップ４－１からステップ４－６
までの処理を所定の時間内に行う必要がある。スペア領域へ移動する際のシーク処理で速
度アップさせた場合、スペア領域のデータを再生した後、再度、データ領域へ戻らなけれ
ばならない。この戻りのシーク処理で回転整定などの時間がさらに必要となり、所定の時
間内にデータを転送できない可能性が高まる。従って、本実施例では、速度アップは、１
回しかシーク処理をする必要のないゾーン切り替え部で生じるシーク処理でのみ行う。
【００３６】
　ここで、本実施例では、ゾーン切り替え部のシーク処理を契機として速度アップを図る
が、この速度アップを行うシーク処理に問題が生じた場合について説明する。図３のフロ
ーチャートで示したように、再度速度を下げる。本実施例の詳細を図６を用いて具体的に
説明する。図６に速度アップの契機となるシーク処理に遅延が生じた場合の処理を示す。
図２や図３で示したような理由により再生速度が既にダウンした状態で再生している(ス
テップ６－１)。ゾーン切り替え部に到達する(ステップ６－２)。ゾーン切り替え部で、
シーク処理を開始する(ステップ６－３)。シーク処理を契機として、回転速度アップを行
う(ステップ６－４)。回転速度が速い状態でシーク処理を継続する(ステップ６－５)。ス
テップ６－５で、サーボ制御系がはずれなかった場合、回転速度が速い状態でシーク処理
を終え(ステップ６－６)、ゾーン切り替え部に到達する前よりも速い再生速度で再生を続
ける(ステップ６－７)。ステップ６－５で、サーボ制御系がはずれた場合、回転速度をダ
ウンさせ、シーク処理を継続する(ステップ６－８)。目標アドレスに到達し、シーク処理
を終了させ(ステップ６－９)、低い再生速度で再生を続ける(ステップ６－１０)。
【００３７】
　図７に図２と図６のフローチャートに即した再生速度と回転速度の様子を示す。図７(
Ａ)が再生速度の様子を示すものであり、図７(Ｂ)は回転速度の様子を示すものである。
全体的な動作としては、図５と同様にゾーン１１で再生中に速度ダウンし、ゾーン１１か
らゾーン１２への切り替え部のシーク処理で速度アップを行おうとするが、このシーク処
理に遅延が生じたことで、再度速度をあげることせず、ゾーン１２は低速で再生している
。まず、最内周をゾーン０とし、内周６倍速の再生速度及び回転速度で擬似ＣＡＶ制御に
より再生を続けるが、図２で示したデータ再生に失敗した場合の処理で、データの再生が
できなかったことから内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御の再生速度及び回転速度に速度ダウン
した(ゾーン１１)。これに対応して図７(Ａ)では、擬似ＣＡＶ制御であるので、内周６倍
速から徐々に再生速度を上げているが、ゾーン１１の途中で再生速度をダウンさせている
。一方、図７(Ｂ)では、擬似ＣＡＶ制御であるから内周６倍速の回転速度のまま回転し続
けるが、ゾーン１１の途中で回転速度を内周２倍速の回転速度にダウンさせている。次に
、図６で示した速度アップ後にサーボ制御系がはずれた処理で、ゾーン切り替え部で入る
シーク処理を契機として回転速度を速くしているが、シーク処理が終わる前にサーボ制御
系がはずれてしまったので、再度、回転速度をダウンさせ、シーク処理を行い、回転速度
をダウンさせた状態でデータの再生を継続する(ゾーン１２)。これに対応して図７(Ａ)で
は、ゾーン１１からゾーン１２への切り替え部で再生速度はアップせず、内周２倍速の擬
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似ＣＡＶ制御の再生速度でゾーン１２も再生を続ける。一方、図７(Ｂ)では、ゾーン１１
とゾーン１２の切り替え部でのシーク処理を契機として、一旦、回転速度はアップするが
、速度アップ後にサーボ制御系がはずれたため、回転速度を再度ダウンさせ、ゾーン１２
は内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御の回転速度で回転を続ける。そして、図６で示した速度ア
ップ後、シーク処理が終わるまでにサーボ制御系がはずれなかった処理で、次のゾーン切
り替え部において、内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御から内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御に回転
速度をアップさせ、速度を上げて再生を継続する(ゾーン１３)。これに対応して図７(Ａ)
では、ゾーン１２からゾーン１３への切り替え部で内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御による再
生速度にアップしており、また、図７(Ｂ)でも、内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御から内周６
倍速の擬似ＣＡＶ制御による回転速度にアップしている。以上ように再生速度及び回転速
度アップを短時間で行えない場合は速度アップをやめることにより、シーク処理に時間を
多く費やさず、所定の時間内にデータの転送を終えることができる。
【実施例３】
【００３８】
　本実施例の光ディスク装置は実施例１で示した図１と同じ構成である。実施例２で述べ
たように、ホストとのデータ交換はアプリケーションやＯＳにより時間が限られているた
め、本実施例では、シーク処理を契機とした速度変更をさらに確実に短時間で終えるため
の方法を示す。
【００３９】
　実施例２では、速度アップの契機となるシーク処理をゾーン切り替え部のシーク処理に
限定したが、本実施例は、ゾーン切り替え部付近でデータがスペア領域にあるなど、シー
ク処理をさせる要因がゾーン切り替え部の近くにある場合、そのゾーン切り替え部でのシ
ーク処理では速度アップをしないという速度アップの条件をさらに限定させたものである
。
【００４０】
　実施例２のようにゾーン切り替え部のシーク処理を契機として速度変更が行われるが、
ゾーン切り替え部直前でスペア領域にデータがあった場合のデータ転送のフローチャート
を図８に示す
　図２や図３で示したような理由により再生速度が既にダウンした状態で再生している(
ステップ８－１)。データの続きがスペア領域に記録されているため、スペア領域へシー
ク処理を行う(ステップ８－２)。スペア領域へのシーク処理が終了し(ステップ８－３)、
スペア領域のデータを再生する(ステップ８－４)。スペア領域のデータを再生後、元のデ
ータ領域へ戻るためのシーク処理を開始する(ステップ８－５)。データ領域へのシーク処
理シーク処理が終了し(ステップ８－６)、データ領域のデータを再生する(ステップ８－
７)。さらに、ゾーン切り替え部に到達したため(ステップ８－８)、シーク処理を開始す
る(ステップ８－９)。低速で再生中であり、ゾーン切り替え部でのシーク処理なので、こ
れを契機として回転速度アップを行う(ステップ８－１０)。シーク処理が終了し(ステッ
プ８－１１)、次のゾーンのデータを再生する(ステップ８－１２)。
【００４１】
　実施例２の手法では、上記ステップ８－１からステップ８－１２までの処理を、アプリ
ケーションやＯＳにより定められる時間内に行わなければならない可能性が生じる。
図４のフローチャートで示した動作と異なり、図８のフローチャートで示した動作は、シ
ーク処理を３回も行うので、アプリケーションやＯＳにより定められる時間内にデータ転
送を終えられる可能性が低くなる。図８のフローチャートで示した動作は、スペア領域へ
のシーク処理がゾーン切り替え部の前にあるが、ゾーン切り替え部の後且つ切り替え部付
近にスペア領域へのシーク処理がある場合も同様である。
【００４２】
　そこで、ゾーン切り替え部付近でデータがスペア領域にある場合は、前記ゾーン切り替
え部で生じるシーク処理を契機として速度アップを行わないようにする。
【００４３】
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　図９にゾーン切り替え部付近でデータがスペア領域にある場合とない場合のフローチャ
ートを示す。図２や図３で示したような理由により再生速度が既にダウンした状態で再生
している(ステップ９－１)。ゾーン切り替え部に到達する(ステップ９－２)。ゾーン切り
替え部付近のアドレスでデータの記録または再生にスペア領域を使用しているかどうかを
判別する(ステップ９－３)。ステップ９－３でＹｅｓである場合、ゾーン切り替え部であ
るのでシーク処理を行い(ステップ９－４)、速度の変更を行わずにシーク処理を終了して
(ステップ９－５)、低速のまま再生を続ける(ステップ９－６)。ステップ９－３でＮｏで
ある場合、ゾーン切り替え部であるのでシーク処理を開始し(ステップ９－７)、これを契
機として回転速度をアップし(ステップ９－８)、シーク処理を終了して(ステップ９－９)
、高速で再生を続ける(ステップ９－１０)。
【００４４】
　図１０に図２と図９のフローチャートに即した再生速度と回転速度の様子を示す。図７
(Ａ)が再生速度の様子を示すものであり、図７(Ｂ)は回転速度の様子を示すものである。
全体的な動作としては、図５の場合と同様にゾーン１１で再生中に速度ダウンし、低速で
再生中、図９で説明した方法に基き、低速で再生中にゾーン切り替え部を通過する際、ゾ
ーン切り替え部付近でデータがスペア領域に記録されており、そのゾーン切り替え部では
速度をアップさせず、付近でデータがスペア領域に記録されていないゾーン切り替え部で
のシーク処理を契機として速度をアップさせるデータ転送の様子を示す。まず、最内周を
ゾーン０とし、内周６倍速の再生速度及び回転速度で、擬似ＣＡＶ制御により再生を続け
るが、図２で示したデータ再生に失敗した場合の処理で、データの再生ができなかったこ
とから内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御に速度ダウンした(ゾーン１１)。これに対応して図１
０(Ａ)では、擬似ＣＡＶ制御であるので、内周６倍速から徐々に再生速度を上げているが
、ゾーン１１の途中で再生速度をダウンさせている。一方、図１０(Ｂ)では、擬似ＣＡＶ
制御であるから内周６倍速の回転速度のまま回転し続けるが、ゾーン１１の途中で回転速
度を内周２倍速の回転速度にダウンさせている。次に、ゾーン切り替え部に到達するが、
図９のゾーン切り替え部付近でデータをスペア領域にとっている処理で、速度アップを行
わず、低速のまま再生を継続する(ゾーン１２)。これに対応して図１０(Ａ)では、ゾーン
１１からゾーン１２への切り替え部で再生速度はアップせず、内周２倍速の擬似ＣＡＶ制
御の再生速度でゾーン１２も再生を続ける。一方、図７(Ｂ)でも、ゾーン１１とゾーン１
２の切り替え部で回転速度をアップさせず、ゾーン１２は内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御の
回転速度で回転を続ける。そして、次のゾーン切り替え部では、図９で示したゾーン切り
替え部付近でスペア領域にデータがなかった場合の処理で、内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御
から内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御に回転速度をアップさせ、速度を上げて再生を継続する
(ゾーン１３)。これに対応して図１０(Ａ)では、ゾーン１２からゾーン１３への切り替え
部で内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御による再生速度にアップしており、また、図１０(Ｂ)で
も、内周２倍速の擬似ＣＡＶ制御から内周６倍速の擬似ＣＡＶ制御による回転速度にアッ
プしている。以上ように、ゾーン切り替え部付近でスペア領域にデータがあり、再生速度
及び回転速度アップを短時間で行えない場合は、速度アップをやめることで、シーク処理
に時間を多く費やさず、所定の時間内にデータの転送を終えることができる。
【００４５】
　以上より、本実施例によれば、ディスクをゾーンで区切り、そのゾーン切り替え部でシ
ーク処理を行うことによって、回転速度を変更するための契機となるシーク処理を定期的
に発生させることができる。また、本実施例によれば、トラッキングサーボ系がオフの状
態となるシーク処理で回転速度を変更することで、安定に回転速度を変更でき、さらに、
速度に応じてトラッキングサーボ系の特性を変えることも可能となる。また、本実施例に
よれば、ゾーン切り替え付近でシーク処理が発生する条件があった場合、そのゾーン切り
替え部では回転速度の変更を行わず、安定な状態で回転速度を変更できる場合に回転速度
を変更できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
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【図１】光ディスク装置
【図２】フローチャート
【図３】フローチャート
【図４】フローチャート
【図５】光ディスク装置のデータ転送レートの説明図
【図６】フローチャート
【図７】光ディスク装置のデータ転送レートの説明図
【図８】フローチャート
【図９】フローチャート
【図１０】光ディスク装置のデータ転送レートの説明図
【符号の説明】
【００４７】
１００…光ディスク、１０１…スピンドルモータ、１１０…光ピックアップ、１１１…レ
ーザ光源、１１２…アクチュエータ、１１３…対物レンズ、１１４…光検出器、１２０…
システム制御手段、１２１…スピンドルモータ駆動手段、１２２…再生信号生成手段、１
２３…アクチュエータ駆動手段
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